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第２章 機器及び材料 

 

第１節 通 則 

２－１－１ 一般事項 

１．適 用  

受注者が工事目的物に使用する機器、材料及び部品等（以下「機器等」という。）  

は、構造、性能、機能について設計図書及び設計図書に記載された基準の品質又は

同等以上の品質を有し、JIS 又はその他関係する規格基準に合格した機器等を使用

しなければならない。  

ただし、監督職員が承諾した機器等及び設計図書に明示されていない仮設材料に

ついては除くものとする。  

２．機器等の形状  

受注者が工事目的物に使用する機器等については、設計図書に明示された形状、

寸法、品質、性質、機能等を有しているもので、かつ、錆、腐食、変質、変形等の

異常がないものとしなければならない。  

３．設計図書に規定されていない機器等の使用の承諾  

受注者が工事目的物に使用する設計図書に規定されていない機器等は、次の規格

又はこれと同等以上の品質を有しているものとし、あらかじめ監督職員の承諾を受

けなければならない。  

また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 に基づく「環境物

品等の調達推進に関する基本方針」に示される環境負荷軽減に資する物品等（特定

調達品目）として指定される材料の優先使用について、監督職員と協議するものと

する。  

（１）日本工業規格(JIS)  

（２）電気規格調査会標準規格(JEC)  

（３）日本電機工業会規格(JEM)  

（４）電池工業会規格(SBA)  

（５）日本電線工業会規格(JCS)  

（６）日本溶接協会規格(WES)  

（７）日本水道協会規格(JWWA)  

（８）日本ダクタイル鉄管協会規格(JDPA)  

（９）空気調和・衛生工学会規格(SHASE)  

４．海外の建設資材の品質証明  

受注者が同等以上の品質を有するものとして、海外の建設資材を用いる場合は海

外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書
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（以下「海外建設資材品質審査証明書」という。）を材料の品質を証明する資料と

することが出来る。  

また、JIS が定まっている建設資材のうち、海外の JIS マーク表示認証工場以

外で生産された建設資材を使用する場合は、海外建設資材品質審査証明書を監督職

員に提出するものとする。ただし、JIS 認証外の製品として生産・納入されている

建設資材については、海外建設資材品質審査証明書あるいは日本国内の公的機関で

実施した試験結果資料を監督職員に提出しなければならない。  

５．新技術・新素材の採用  

受注者は、設備の操作性、信頼性等を向上する目的で使用する新技術・新素材に

ついて、現在及び将来の技術動向を見極めた上で、信頼性、耐久性等の検討を行い

それらが設計図書で規定する機能を満足する場合は、監督職員の承諾を得て採用す

ることが出来る。 

６．中等の品質  

  契約書第 13 条第１項に規定する「中等の品質」とは、JIS に適合したもの、又

はこれと同等以上の品質を有するもの又は監督職員がこれと同等以上の品質を有

すると認めたものをいう。  

７．試験を行う工事材料  

受注者は、設計図書において試験を行うこととしている機器等について、JIS 又

は設計図書で指示する方法により、試験を実施し、その結果を監督職員に提出しな

ければならない。  

なお、JIS マーク表示品については試験を省略出来る。  

８．材料の保管  

受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保

管しなければならない。なお、材質の変質により工事材料の使用が不適当と監督職

員から指示された場合には、これを取替えるとともに、新たに搬入する材料につい

ては、再度確認を受けなければならない。  

 

２－１－２ 機 器  

１．新品の使用  

工事目的物に使用する機器は新品としなければならない。  

２．製造業者の証明書等  

当該工事に使用する機器については、製造業者の規格証明書又は試験成績書を

提出しなければならない。  

３．銘 板  

受注者は、主要機器に、製造者名、製造年月、形式、製造番号、仕様を明記し

た銘板を取付けなければならない。  
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２－１－３ 材 料  

１．工事材料  

受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、

ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員

または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、

設計図書で提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければな

らない。  

なお、JIS 規格品のうち JIS マーク表示が認証され JIS マーク表示がされて

いる材料・製品等については、JIS マーク表示状態を示す写真等確認資料の提示

に替えることができる。  

２．防食処理  

異種金属を組み合わせて使用する場合等の腐食が発生しやすい状況で金属材

料を使用する場合は、適切な防食処理を行わなければならない。  

 

２－１－４ 見本又は資料の提出  

受注者は、設計図書により見本又は資料の提出を義務づけられている材料につい

ては、使用前に見本又は資料を提出し監督職員の承諾を受けなければならない。 

 


